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令和５年度 事業計画書 
 

【事業計画の概要】 

１ 令和４年の交通安全運動は、新型コロナウイルス感染症が未だ終息しない中、感染防止対策のもと、 

 道や市町村を始めとする関係機関・団体等がこれまで以上の連携を図りながら、活動を展開してまい 

りました。令和４年の交通事故死者数は、最少となった一昨年を更に下回る１１５名となりましたが、

交通事故発生件数、負傷者数は増加し、また、高齢者の死亡事故や飲酒運転による事故件数は後を絶

たない状況でした。当委員会としては、近年、特に「みんなで」取り組むことに重点を置いており、

高校生などの若い力も取り込みながら、各種事業を展開してまいりました。 

 

２ 令和５年においては、北海道が策定した「令和５年における交通安全運動の推進方針」における年 

間スローガン「ストップ・ザ・交通事故～めざせ 安全で安心な北海道～」を踏まえ、「子供と高齢者 

の安全確保」、「飲酒運転の根絶」、「スピードダウン」、「シートベルトの全席着用」、「居眠り運転の防 

止」、「自転車の安全利用」及び「安全意識の向上」に交通安全運動の重点として取り組むほか、４期 

４０日の期別運動、交通安全の日の運動などについて、関係機関・団体と緊密に連携し、効果的な事 

業を展開してまいります。 

 とりわけ、飲酒運転の根絶や、事故が増加している自転車利用者の交通安全対策、「歩きスマホ」な 

どの新たな事象への対応も重要と考え、これまで以上に正会員、賛助会員、地域の皆さまと力を結集 

し、活動を進めてまいります。 

 

３ 道民の善意で支えられている交通遺児育英事業については、より交通遺児等の皆さんに寄り添い、 

子供たちの未来を応援していくため、令和５年４月１日から、新たに返還義務のない見舞金・給付金 

制度を導入していくほか、引き続き、資金の効果的な運用を図りながら、勉学に必要な資金の無利子 

貸付を行ってまいります。 

 

４ 交通安全運動の実践的組織である地区交通安全推進協議会や北海道交通安全母の会に対して、その 

活動を支援することを通じて、地域と一丸となった交通安全運動を推進します。 

  

第１ 交通安全推進事業（公益目的事業１） 

  １１  交交通通安安全全意意識識向向上上事事業業  

 （１）交通安全地域指導者セミナー 

    市町村の交通安全推進員等を対象にセミナーを開催し、知識と技能向上を図ります。 

 （２）交通安全研修会等への講師の派遣 

    企業・団体等が行う交通安全研修会などに、講師として交通安全推進員等を派遣します。 

 （３）飲酒運転根絶研修 

    市町村職員、交通安全推進員、交通安全指導員等を対象に道内各地区で研修会を開催し、飲酒

運転根絶の活動に必要な知識等に精通した人材を育成します。 

  

  ２２  調調査査・・研研究究事事業業  

 （１）交通安全推進員の設置等 

   ア 総合振興局・振興局内に設置されている地区交通安全推進協議会事務局に交通安全推進員１

４名を委嘱配置し、地域において効果的な交通安全運動を推進するほか、地域の実情に応じた交

通安全に関する調査を実施し、地域住民に提供します。 

   イ 各地区交通安全推進員を対象に、交通安全推進員研修会を開催します。 

（２）デイ・ライトの点灯率・夜光反射材等の調査 

    各地区交通安全推進員によりデイ・ライトの点灯率を調査し、調査結果を関係機関・団体等に

提供するほか、各地区交通安全推進協議会や関係機関等と協力しながら、夜光反射材の意識調査

等を実施します。 
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高校生などの若い力も取り込みながら、各種事業を展開してまいりました。 

 

２ 令和５年においては、北海道が策定した「令和５年における交通安全運動の推進方針」における年 
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４０日の期別運動、交通安全の日の運動などについて、関係機関・団体と緊密に連携し、効果的な事 

業を展開してまいります。 

 とりわけ、飲酒運転の根絶や、事故が増加している自転車利用者の交通安全対策、「歩きスマホ」な 

どの新たな事象への対応も重要と考え、これまで以上に正会員、賛助会員、地域の皆さまと力を結集 

し、活動を進めてまいります。 

 

３ 道民の善意で支えられている交通遺児育英事業については、より交通遺児等の皆さんに寄り添い、 

子供たちの未来を応援していくため、令和５年４月１日から、新たに返還義務のない見舞金・給付金 

制度を導入していくほか、引き続き、資金の効果的な運用を図りながら、勉学に必要な資金の無利子 

貸付を行ってまいります。 

 

４ 交通安全運動の実践的組織である地区交通安全推進協議会や北海道交通安全母の会に対して、その 

活動を支援することを通じて、地域と一丸となった交通安全運動を推進します。 

  

第１ 交通安全推進事業（公益目的事業１） 

  １１  交交通通安安全全意意識識向向上上事事業業  

 （１）交通安全地域指導者セミナー 

    市町村の交通安全推進員等を対象にセミナーを開催し、知識と技能向上を図ります。 

 （２）交通安全研修会等への講師の派遣 

    企業・団体等が行う交通安全研修会などに、講師として交通安全推進員等を派遣します。 

 （３）飲酒運転根絶研修 

    市町村職員、交通安全推進員、交通安全指導員等を対象に道内各地区で研修会を開催し、飲酒

運転根絶の活動に必要な知識等に精通した人材を育成します。 

  

  ２２  調調査査・・研研究究事事業業  

 （１）交通安全推進員の設置等 

   ア 総合振興局・振興局内に設置されている地区交通安全推進協議会事務局に交通安全推進員１

４名を委嘱配置し、地域において効果的な交通安全運動を推進するほか、地域の実情に応じた交

通安全に関する調査を実施し、地域住民に提供します。 

   イ 各地区交通安全推進員を対象に、交通安全推進員研修会を開催します。 

（２）デイ・ライトの点灯率・夜光反射材等の調査 

    各地区交通安全推進員によりデイ・ライトの点灯率を調査し、調査結果を関係機関・団体等に

提供するほか、各地区交通安全推進協議会や関係機関等と協力しながら、夜光反射材の意識調査

等を実施します。 
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  ３３  広広報報事事業業  

 （１）交通安全総決起大会等の開催 

   ア 秋の全国交通安全運動等の行事の一環として、関係機関・団体の協力等を得て交通安全総決 

    起大会を開催し、交通安全意識の高揚と事故防止を訴えます。 

   イ 新入学（園）期の交通安全期間を始めとした交通安全の日等においても、関係機関・団体と 

連携をしながら、啓発活動等を実施します。 

 （２）広報啓発事業 

    正会員、賛助会員等との連携を強化し、道民へ情報の提供強化を図ります。 

ア 企業等と連携した広報活動の実施 

     企業等と連携し、広範な広報活動を推進します。 

   イ 機関誌の発行 

     当委員会における交通安全活動状況のほか、関係機関・団体の特色のある交通安全活動や地 

域の話題を掲載した機関誌「ゆっくり走ろう北海道」を発行し、交通安全情報を提供して安全 

意識の高揚を図ります。 

   ウ ホームページ、ＳＮＳ等による発信 

     当委員会のホームページ、ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ツイッター）、ＹｏｕＴｕｂｅチャン 

ネルにより、本道の交通安全情報や取組等について広く発信します。 

 （３）飲酒運転根絶の日決起大会の開催 

   ア 飲酒運転根絶の日（７月１３日）を広く道民に周知するため、関係機関・団体と協力しなが

ら、全道１４ヶ所（振興局管内）で飲酒運転根絶の日決起大会を開催し、飲酒運転の災禍を風

化させない意識の醸成を図ります。 

   イ 飲酒運転根絶の日を周知するとともに、一年を通して飲酒運転根絶を啓発するチラシやポス

ターを作成、市町村を始めとして関係機関・団体等へ配付します。 

   ウ 飲酒運転根絶ロゴマークや飲酒運転根絶アンバサダー「やべーべや」について、効果的な活

用を推進するとともに、関係団体や企業等の積極的な活用を促進します。 

 （４）地域連携型飲酒運転根絶事業 

   ア 道内の高校生から飲酒運転根絶メッセージを募集し、コンクールで受賞したメッセージを全 

道域及び地域ＦＭ等のラジオ媒体において放送する等、様々な機会に活用することで、地域の 

高校生と共に飲酒運転を見逃さないという社会全体の意識の醸成を図ります。 

イ 道内の大学等、地域の教育機関等と連携しながら、動画を作成し、様々な機会に活用するこ 

とで、北海道から飲酒運転根絶の意識を高めます。 

   ウ 飲酒運転根絶に関する取組を宣言する飲食店及び酒類販売店等の登録制度について、対象地 

域を増やしながら、引き続き宣言店を募集します。また、北海道と連携し、登録制度の対象を 

事業者に拡大します。 

 

  ４４  表表彰彰事事業業  

   交通安全の顕彰 

 （１）ゼロ運動顕彰 

    交通事故死ゼロ継続期間が、基準日数に達した市町村の交通安全推進委員会等を顕彰します。 

 （２）指導員・奉仕員表彰 

    永年にわたり交通安全運動推進のため活躍した交通安全指導員、交通安全奉仕員を表彰します。 

 （３）母の会会員表彰 

    永年にわたり子供や高齢者等に対する交通安全活動推進のため活躍した、交通安全母の会会員

等を表彰します。 

 （４）一般表彰 

    地域又は職域等において交通安全推進のため顕著な活動をした個人・団体を表彰します。 

 （５）業務貢献表彰 

    本委員会の業務遂行のため顕著な貢献をした個人・団体を表彰します。 

    

５５  交交通通安安全全啓啓発発支支援援事事業業  

 （１）交通安全運動等啓発事業 

   ア 交通安全運動の推進を図るため、啓発資材を購入し、各市町村等に配付します。 

  ３３  広広報報事事業業  

 （１）交通安全総決起大会等の開催 

   ア 秋の全国交通安全運動等の行事の一環として、関係機関・団体の協力等を得て交通安全総決 

    起大会を開催し、交通安全意識の高揚と事故防止を訴えます。 

   イ 新入学（園）期の交通安全期間を始めとした交通安全の日等においても、関係機関・団体と 

連携をしながら、啓発活動等を実施します。 

 （２）広報啓発事業 

    正会員、賛助会員等との連携を強化し、道民へ情報の提供強化を図ります。 

ア 企業等と連携した広報活動の実施 

     企業等と連携し、広範な広報活動を推進します。 

   イ 機関誌の発行 

     当委員会における交通安全活動状況のほか、関係機関・団体の特色のある交通安全活動や地 

域の話題を掲載した機関誌「ゆっくり走ろう北海道」を発行し、交通安全情報を提供して安全 

意識の高揚を図ります。 

   ウ ホームページ、ＳＮＳ等による発信 

     当委員会のホームページ、ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ツイッター）、ＹｏｕＴｕｂｅチャン 

ネルにより、本道の交通安全情報や取組等について広く発信します。 

 （３）飲酒運転根絶の日決起大会の開催 

   ア 飲酒運転根絶の日（７月１３日）を広く道民に周知するため、関係機関・団体と協力しなが

ら、全道１４ヶ所（振興局管内）で飲酒運転根絶の日決起大会を開催し、飲酒運転の災禍を風

化させない意識の醸成を図ります。 

   イ 飲酒運転根絶の日を周知するとともに、一年を通して飲酒運転根絶を啓発するチラシやポス

ターを作成、市町村を始めとして関係機関・団体等へ配付します。 

   ウ 飲酒運転根絶ロゴマークや飲酒運転根絶アンバサダー「やべーべや」について、効果的な活

用を推進するとともに、関係団体や企業等の積極的な活用を促進します。 

 （４）地域連携型飲酒運転根絶事業 

   ア 道内の高校生から飲酒運転根絶メッセージを募集し、コンクールで受賞したメッセージを全 

道域及び地域ＦＭ等のラジオ媒体において放送する等、様々な機会に活用することで、地域の 

高校生と共に飲酒運転を見逃さないという社会全体の意識の醸成を図ります。 

イ 道内の大学等、地域の教育機関等と連携しながら、動画を作成し、様々な機会に活用するこ 

とで、北海道から飲酒運転根絶の意識を高めます。 

   ウ 飲酒運転根絶に関する取組を宣言する飲食店及び酒類販売店等の登録制度について、対象地 

域を増やしながら、引き続き宣言店を募集します。また、北海道と連携し、登録制度の対象を 

事業者に拡大します。 

 

  ４４  表表彰彰事事業業  

   交通安全の顕彰 

 （１）ゼロ運動顕彰 

    交通事故死ゼロ継続期間が、基準日数に達した市町村の交通安全推進委員会等を顕彰します。 

 （２）指導員・奉仕員表彰 

    永年にわたり交通安全運動推進のため活躍した交通安全指導員、交通安全奉仕員を表彰します。 

 （３）母の会会員表彰 

    永年にわたり子供や高齢者等に対する交通安全活動推進のため活躍した、交通安全母の会会員

等を表彰します。 

 （４）一般表彰 

    地域又は職域等において交通安全推進のため顕著な活動をした個人・団体を表彰します。 

 （５）業務貢献表彰 

    本委員会の業務遂行のため顕著な貢献をした個人・団体を表彰します。 

    

５５  交交通通安安全全啓啓発発支支援援事事業業  

 （１）交通安全運動等啓発事業 

   ア 交通安全運動の推進を図るため、啓発資材を購入し、各市町村等に配付します。 
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イ 期別運動時において、交通安全運動の重点等を周知するポスター・チラシを作成配布するほ

か、地域・職域・学校等では、それぞれの実態に応じた効果的な交通安全運動を展開します。 

 【令和５年の期別運動等】 
運動名 実施期間 期別運動の方針 運動期間中の交通安全の日等 

 

春の全国 

交通安全運動 

 

5 月 11 日(木) 

～5 月 20 日(土) 

 外出の機会が増える子供や活動期

に入る自転車利用者の事故防止を図

るための活動等を推進する。 

セーフティーコール 

5 月 11 日(木) 

交通事故死ゼロを目指す日 

5 月 20 日(金) 

 

夏の 

交通安全運動 

 

7 月 13 日(木) 

～7 月 22 日(土) 

 観光・夏型レジャー等に伴う事故 

防止、バイクによる事故防止及び飲

酒運転根絶を図るための活動等を推

進する。 

セーフティーコール 

7 月 13 日(木) 

飲酒運転根絶の日 

7 月 13 日(木) 

 

秋の全国 

交通安全運動 

 

 

9 月 21 日(木) 

～9 月 30 日(土) 

 夕暮れ時と夜間の高齢歩行者・自

転車の事故防止等を図るための活動

等を推進する。 

 

セーフティーコール 

9 月 21 日(木) 

交通事故死ゼロを目指す日 

9 月 30 日(土) 

 

冬の 

交通安全運動 

 

 

11 月 13 日(月) 

～11 月 22 日(水) 

 

  

凍結路面でのスリップ事故防止等 

を図るための活動等を推進する。 

 

 

セーフティーコール 

11 月 13 日(月) 

 

ウ 交通安全に関するＤＶＤを購入し、各市町村や各団体等に貸出し、安全意識の高揚を図るほか、 

    各種大会や交通安全パネル展等で使用する交通安全パネル等を各市町村や団体等に貸出し、安

全意識の高揚を図ります。 

エ 市町村の広報活動支援のため、広報車用音声データを提供します。 

 （２）自転車の交通事故防止事業 

   ア 自転車利用が始まる小学生や利用機会が増える中学生・高校生を対象に、「自転車安全利用

五則」等を盛り込んだ自転車安全啓発リーフレットを作成配布し、児童、生徒をはじめとして

その保護者に対しても、自転車の安全運転の向上を図ります。 

   イ 関係機関・団体と連携し、交通安全運動期間中や自転車安全日等において、自転車の安全利

用を呼びかけます。 

 （３）幼児の事故防止事業 

    北海道と連携し、幼稚園、保育所等で結成されているこぐまクラブの活動を支援します。 

 

  ６６  交交通通事事故故防防止止支支援援事事業業  

   高齢者の交通事故防止事業 

 （１）地区交通安全推進協議会や市町村等と連携し、高齢者に対し夜光反射材の有用性と効果を体験・

認識してもらうことにより、反射材の普及促進と事故防止を図ります。 

 （２）高齢者を初めとして、子供やその親が世代の垣根を越えて相手への理解と思いやりを深めなが

ら自ら参加し、考え、学ぶ「世代間交通安全交流事業」を開催し、安全意識の高揚を図ります。 

 （３）市町村が実施する高齢者事故防止モデル事業に、必要な経費の一部を助成し、事故防止を図り

ます。 

 

第２ 交通遺児育英事業（公益目的事業２） 

  １１  交交通通遺遺児児就就学学助助成成事事業業  

（１）奨学金貸付事業 

    道内の中学校、中等教育学校、高等学校、専修学校（高等課程・専門課程）及び高等専門学校

に在学又は入学する交通遺児に対して、申請により奨学金（普通奨学金、入学奨学金）の無利子

貸付を行います。 

（２）奨学金返還未納者調査 

    返還未納者に対し、電話及び手紙の督促を行うとともに、必要に応じ自宅訪問による調査を実

施します。 

 

 ２２  見見舞舞金金・・給給付付金金支支給給事事業業  

   本年度から新たに、交通遺児となった日から１年以内の１８歳未満の者に対して見舞金を、又、 

イ 期別運動時において、交通安全運動の重点等を周知するポスター・チラシを作成配布するほ

か、地域・職域・学校等では、それぞれの実態に応じた効果的な交通安全運動を展開します。 

 【令和５年の期別運動等】 
運動名 実施期間 期別運動の方針 運動期間中の交通安全の日等 

 

春の全国 

交通安全運動 

 

5 月 11 日(木) 

～5 月 20 日(土) 

 外出の機会が増える子供や活動期

に入る自転車利用者の事故防止を図

るための活動等を推進する。 

セーフティーコール 

5 月 11 日(木) 

交通事故死ゼロを目指す日 

5 月 20 日(土) 

 

夏の 

交通安全運動 

 

7 月 13 日(木) 

～7 月 22 日(土) 

 観光・夏型レジャー等に伴う事故 

防止、バイクによる事故防止及び飲

酒運転根絶を図るための活動等を推

進する。 

セーフティーコール 

7 月 13 日(木) 

飲酒運転根絶の日 

7 月 13 日(木) 

 

秋の全国 

交通安全運動 

 

 

9 月 21 日(木) 

～9 月 30 日(土) 

 夕暮れ時と夜間の高齢歩行者・自

転車の事故防止等を図るための活動

等を推進する。 

 

セーフティーコール 

9 月 21 日(木) 

交通事故死ゼロを目指す日 

9 月 30 日(土) 

 

冬の 

交通安全運動 

 

 

11 月 13 日(月) 

～11 月 22 日(水) 

 

  

凍結路面でのスリップ事故防止等 

を図るための活動等を推進する。 

 

 

セーフティーコール 

11 月 13 日(月) 

 

ウ 交通安全に関するＤＶＤを購入し、各市町村や各団体等に貸出し、安全意識の高揚を図るほか、 

    各種大会や交通安全パネル展等で使用する交通安全パネル等を各市町村や団体等に貸出し、安

全意識の高揚を図ります。 

エ 市町村の広報活動支援のため、広報車用音声データを提供します。 

 （２）自転車の交通事故防止事業 

   ア 自転車利用が始まる小学生や利用機会が増える中学生・高校生を対象に、「自転車安全利用

五則」等を盛り込んだ自転車安全啓発リーフレットを作成配布し、児童、生徒をはじめとして

その保護者に対しても、自転車の安全運転の向上を図ります。 

   イ 関係機関・団体と連携し、交通安全運動期間中や自転車安全日等において、自転車の安全利

用を呼びかけます。 

 （３）幼児の事故防止事業 

    北海道と連携し、幼稚園、保育所等で結成されているこぐまクラブの活動を支援します。 

 

  ６６  交交通通事事故故防防止止支支援援事事業業  

   高齢者の交通事故防止事業 

 （１）地区交通安全推進協議会や市町村等と連携し、高齢者に対し夜光反射材の有用性と効果を体験・

認識してもらうことにより、反射材の普及促進と事故防止を図ります。 

 （２）高齢者を初めとして、子供やその親が世代の垣根を越えて相手への理解と思いやりを深めなが

ら自ら参加し、考え、学ぶ「世代間交通安全交流事業」を開催し、安全意識の高揚を図ります。 

 （３）市町村が実施する高齢者事故防止モデル事業に、必要な経費の一部を助成し、事故防止を図り

ます。 

 

第２ 交通遺児育英事業（公益目的事業２） 

  １１  交交通通遺遺児児就就学学助助成成事事業業  

（１）奨学金貸付事業 

    道内の中学校、中等教育学校、高等学校、専修学校（高等課程・専門課程）及び高等専門学校

に在学又は入学する交通遺児に対して、申請により奨学金（普通奨学金、入学奨学金）の無利子

貸付を行います。 

（２）奨学金返還未納者調査 

    返還未納者に対し、電話及び手紙の督促を行うとともに、必要に応じ自宅訪問による調査を実

施します。 

 

 ２２  見見舞舞金金・・給給付付金金支支給給事事業業  

   本年度から新たに、交通遺児となった日から１年以内の１８歳未満の者に対して見舞金を、又、 
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幼少期から中学生（中等教育学生含む）までの交通遺児に対して給付金を、それぞれ申請により支 

給します。 

  

３３  資資金金造造成成事事業業  

   必要に応じて、黄色い羽根街頭啓発活動時に必要な資材や募金箱を作製し、交通遺児育英事業の 

趣旨に賛同していただける関係機関・団体や企業等に提供します。 

  

４４  奨奨学学生生等等募募集集事事業業  

   広く道民へ貸付・給付金等の募集を図るため、ホームページを活用した情報発信、ポスター等を 

作成し、学校をはじめとして、関係機関・団体等に周知します。 

  

５５  広広報報啓啓発発活活動動事事業業  

   広く交通遺児育英事業への理解促進を図るため、機関誌「フレンドリー通信」を発行します。 

  

６６  称称賛賛事事業業  

  ア 奨学金の返還を完了した奨学生に、記念品を贈呈します。 

  イ 交通遺児育英事業に多大な貢献をしていただいた団体・企業等に対し、感謝状を贈呈します。 

  ウ 奨学生等が多くの応援のもと、健やかに成長することを願い、応援者と奨学生等を結ぶメッセ 

ージ等を節目に贈呈します。 

  

 

第第３３  交交通通安安全全推推進進団団体体交交付付金金事事業業（（そそのの他他事事業業））  

  １１  地地区区活活動動のの充充実実・・支支援援  

   地区交通安全推進協議会の運営等と独自の交通安全活動を支援します。 

 ２２  母母親親交交通通安安全全活活動動のの強強化化  

   北海道交通安全母の会の事務局業務を担うほか、自主的に実施する交通安全事業を支援します。 

 

第第４４  管管理理事事業業（（法法人人会会計計））  

 １ 社員総会を６月に開催し、決算の承認などを行います。 

 ２ 理事会を５月、６月及び３月に開催し、法人の業務執行の決定などを行います。 

 ３ 交通遺児奨学部会を必要に応じて開催し、奨学生、給付金及び見舞金の支給決定などを行います。 

 ４ 幹部理事会を必要に応じて開催し、法人の業務執行状況の報告などを行います。 

幼少期から中学生（中等教育学生含む）までの交通遺児に対して給付金を、それぞれ申請により支 

給します。 

  

３３  資資金金造造成成事事業業  

   必要に応じて、黄色い羽根街頭啓発活動時に必要な資材や募金箱を作製し、交通遺児育英事業の 

趣旨に賛同していただける関係機関・団体や企業等に提供します。 

  

４４  奨奨学学生生等等募募集集事事業業  

   広く道民へ貸付・給付金等の募集を図るため、ホームページを活用した情報発信、ポスター等を 

作成し、学校をはじめとして、関係機関・団体等に周知します。 

  

５５  広広報報啓啓発発活活動動事事業業  

   広く交通遺児育英事業への理解促進を図るため、機関誌「フレンドリー通信」を発行します。 

  

６６  称称賛賛事事業業  

  ア 奨学金の返還を完了した奨学生に、記念品を贈呈します。 

  イ 交通遺児育英事業に多大な貢献をしていただいた団体・企業等に対し、感謝状を贈呈します。 

  ウ 奨学生等が多くの応援のもと、健やかに成長することを願い、応援者と奨学生等を結ぶメッセ 

ージ等を節目に贈呈します。 

  

 

第第３３  交交通通安安全全推推進進団団体体交交付付金金事事業業（（そそのの他他事事業業））  

  １１  地地区区活活動動のの充充実実・・支支援援  

   地区交通安全推進協議会の運営等と独自の交通安全活動を支援します。 

 ２２  母母親親交交通通安安全全活活動動のの強強化化  

   北海道交通安全母の会の事務局業務を担うほか、自主的に実施する交通安全事業を支援します。 

 

第第４４  管管理理事事業業（（法法人人会会計計））  

 １ 社員総会を６月に開催し、決算の承認などを行います。 

 ２ 理事会を５月、６月及び３月に開催し、法人の業務執行の決定などを行います。 

 ３ 交通遺児奨学部会を必要に応じて開催し、奨学生、給付金及び見舞金の支給決定などを行います。 

 ４ 幹部理事会を必要に応じて開催し、法人の業務執行状況の報告などを行います。 


